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日
本
銀
行
審
議
委
員
へ
の
資
産
運
用
会
社
関
係
者
の
就
任
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

政
府
は
、
日
本
銀
行
の
次
期
審
議
委
員
に
資
産
運
用
会
社
で
あ
る
野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
の
最
高
経
営
責

任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
兼
代
表
取
締
役
社
長
で
あ
る
中
川
順
子
氏
を
充
て
る
人
事
案
を
国
会
に
提
示
し
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
通
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

日
本
銀
行
に
よ
る
、
二
〇
一
九
年
度
の
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
購
入
額
及
び
二
〇
二
〇
年
度
（
二
〇
二
一
年
二
月
末

ま
で
）
の
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
購
入
額
の
実
績
値
を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
実
績
値
を

示
さ
れ
た
い
。 

二 

日
本
銀
行
の
二
〇
二
一
年
二
月
末
時
点
に
お
け
る
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
保
有
残
高
を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し

て
い
る
場
合
は
、
当
該
残
高
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

日
本
銀
行
が
、
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
保
有
に
よ
り
、
資
産
運
用
会
社
に
支
払
っ
た
信
託
報
酬
の
総
額
は
、
二
〇

一
九
年
度
、
二
〇
一
八
年
度
、
二
〇
一
七
年
度
、
二
〇
一
六
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
を
把
握

し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
実
績
値
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

三
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
で
支
払
っ
た
信
託
報
酬
の
う
ち
、
野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
支
払
っ
た
金
額
を



 

２ 

 

把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
実
績
値
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 
日
本
銀
行
の
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
購
入
や
売
却
は
、
政
府
の
認
可
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
認

可
権
を
有
す
る
政
府
と
し
て
、
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
購
入
や
売
却
の
在
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
示
さ
れ
た
い
。 

六 

日
本
銀
行
が
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
保
有
残
高
を
減
少
さ
せ
た
場
合
、
資
産
運
用
会
社
に
支
払
う
信
託
報
酬
は
減

少
す
る
か
ど
う
か
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

七 

資
産
運
用
会
社
関
係
者
が
日
本
銀
行
の
審
議
委
員
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
銀
行
の
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ

Ｆ
）
の
購
入
や
保
有
に
関
す
る
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
上
で
今
回

の
同
意
人
事
の
提
示
を
行
っ
た
の
か
、
政
府
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。 

八 

日
本
銀
行
法
上
、
金
融
政
策
決
定
会
合
に
お
い
て
、
政
府
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
及
び
議
案
提
出
権
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
資
産
運
用
会
社
関
係
者
が
日
本
銀
行
の
審
議
委
員
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
る
、
日
本
銀
行
の
上
場
投
資
信
託

（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
購
入
や
保
有
の
意
思
決
定
へ
の
影
響
に
つ
い
て
国
民
が
懸
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場

合
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
の
か
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。 



 

３ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


